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≪使用料≫
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3.2.検討対象使用料・手数料

【表3.1.使用料・手数料一覧】に記載のとおり、京都府のほぼ全庁で使用料・手数料が取り扱われている。

検証対象とする使用料・手数料の選定に当たっては、監査人自身が過去に検討の対象とした部署を除き、金額的な重

要性を加味し、過去の京都府包括外部監査で検討の対象としていない部署を優先して検証の対象とすることとした。

検討の結果、所管部局としては、健康福祉部・文化環境部・警察本部・農林水産部・建設交通部を対象とし、以下に

記載の各使用料・手数料項目を検証の対象とすることとした。

【表3.2.ヒアリング対象使用料・手数料一覧】

（単位：千円）

第３ 使用料・手数料共通事項

１ 使用料・手数料の見直し状況について

1.1.監査の視点

使用料・手数料は、国の標準額として政令で定められているものを除き、京都府独自で設定されるものである。その

設定された使用料・手数料についても、社会経済情勢の変化に応じ、定期的に見直しが行われる必要があると思料する。

そこで、使用料・手数料の料率が定期的に見直される体制となっているか、実際に必要な見直しが行われているかど

うかについて検討を行った。
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1.2.見直し状況の現状

京都府における使用料・手数料の見直し状況としては、昭和59年に一斉見直しを実施し、見直しが必要と判断された

45件について条例改正がなされている。その後、一斉見直しが平成４年の消費税導入を契機として実施され、経済変動

をも加味して42件の条例改正が行われた。

さらに、平成８年度の消費税率改正により、税率改正を反映した一部見直しが行われ、平成11年度には地方分権一括

法に伴う改定（機関委任事務の廃止等に伴い、政令等で定められていた手数料を一括条例化）が行われた。この平成11

年度の改定は、大半が政令で示された額の改定等を反映させたものであり、使用料・国から標準額が示されなかった手

数料については、基本的に据え置きされた。

上記以後の使用料・手数料の改定は、新規案件発生に伴う個別の改定に留まっているのが現状である。

1.3.監査の結果

使用料・手数料の料率については、社会経済情勢の変化や、他自治体や民間事例に照らして定期的に検証し、結果に

応じて適正な受益者負担の水準に是正すべきであるが、上述のように京都府においては平成４年の消費税導入時の一斉

見直し以降、なされていないのが現状である。

実際に、ヒアリングの対象とした所管部局においても、全ての使用料・手数料料率について、定期的な見直しを検討

している部局はなかった。

見直しを検討した結果「改定の必要がなかった」というのであれば問題ないが、検討すら行われていないということ

は、現在の料率が適正な水準にあるか否かすら不明な状況にあると言える。更に、見直し期間が空きすぎてしまったた

めか、料率算定根拠資料が不明である、という部署もあった。これでは、次に見直す際に一からすべての資料を収集、

作成し直さなくてはならず、業務の引き継ぎについても改善が必要である。

今後は、定期的（３～５年程度毎）に一斉見直し、使用料・手数料料率の水準の妥当性を検証するとともに、計算根

拠等の引き継ぎ体制の構築が望まれる。

２ 収入証紙制度について

2.1.監査の視点

少額で頻繁に生ずる歳入金について、現金による収納方法の例外として認められている証紙制度が、京都府にとって

効率的な事務と言えるのか、本当に府民の利便性の向上に繋がっているのか否かについて、制度の趣旨・実際の運用状

況・府庁内での今後の方向性の検討状況等を徴取し、検討を行った。

2.2.証紙制度の概要

2.2.1.根拠法令

地方自治法第231条の２では「普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところによ

り、証紙による収入の方法によることができる。」と規定し、少額で頻繁に生じる歳入金について、法律上の現金によ

る収納方法の例外として、徴収及び収納事務の簡素化と歳入の確保を図るための証紙制度が認められている。それを受

けて京都府では、京都府証紙条例及び京都府証紙規則を制定し、証紙制度を採用している。

2.2.2.対象

京都府証紙条例第２条で「証紙により収入する使用料及び手数料については、規則で定める。」と規定し、京都府証

紙規則第２条で「条例第２条の規定による証紙収入により徴収する使用料及び手数料は、別表第１に掲げる使用料及び

法令により徴収する手数料とする。」とし、証紙により徴収できる対象を規定している。具体的には、府税、証紙規則

別表第１に掲げる使用料（京都府都市公園条例、自然公園条例に基づく使用料）並びに、法令により徴収する手数料、

である。

ここで、法令により徴収する手数料については、京都府手数料徴収条例等により詳細に定められている。
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2.2.3.収入証紙取扱事務

収入証紙取扱事務フローは、以下のとおりである。

収入証紙取扱事務フロー

2.3.宇治総合庁舎

2.3.1.証紙売り払い現場状況の確認

証紙の管理状況が適正になされていることを確認するため、代表的な地方機関として宇治総合庁舎の山城広域振興局

企画総務部総務室へ赴き、現地調査を行った。また、後述の中丹東保健所の現地調査においても証紙の管理状況の確認

を行っている。

平成21年度における宇治総合庁舎収入証紙取扱業務は、以下のとおりである。
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【表2.3.1.平成21年度 宇治総合庁舎収入証紙取扱業務一覧】
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上表に記載のとおり、宇治総合庁舎においては、多数の手数料の取り扱いを行っている。

府民が宇治総合庁舎において手数料が必要な何らかの申請を行う場合、「担当室に赴き申請書類等の査閲を受け、必

要な金額の収入証紙を総務室で購入・申請書類に貼付し、再び担当室に赴いて提出する」というのが一般的な流れであ
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る。もちろん、申請書類等に間違いがないとの確信があるのであれば、最初から収入証紙を貼付していくことには、何

ら問題はない（ただし、申請書等受付時に添付収入証紙金額等が多すぎる場合等が発見された場合には、返金には別途

手続が必要となる）。

【写真2.3.1-1.宇治総合庁舎】 【写真2.3.1-1.宇治総合庁舎内収入証紙販売窓口】

宇治総合庁舎の平面図は、以下のとおりである。

【図2.3.1.宇治総合庁舎平面図】

≪１階≫
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≪２階≫

≪３階≫

上図で明らかなように、府民が何らかの申請を行う場合には、各担当室と１階入口近くにある収入証紙売りさばき所

を往復する必要がある。

2.3.2.収入証紙の管理状況

宇治総合庁舎山城広域振興局企画総務部総務室における収入証紙の管理の現状は、以下のとおりである。
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2.4.収入証紙管理状況の監査結果

上記売りさばき業務内容についてヒアリングを実施し内容を検討した結果、内部統制の見地から、特に問題となる事

項はなかった。

また、任意の１日について、金種表・日計表・レジスターからの合計表アウトプット・収納金払込書・受取書等の照

合を行い、また、現場往査時の収入証紙現物及び総務室保管現金の実査を行った結果、各帳票類記載金額は整合してお

り、収入証紙現物保管残高は受払簿と一致しており、収入証紙管理状況に特に問題となる事項はなかった。なお、中丹

東保健所の現地調査においても、収入証紙の管理状況に問題となる事項は発見されていない。

2.5.収入証紙制度のあり方について

2.5.1.収入証紙の売りさばき機関（人）

「2.2.3.収入証紙取扱事務」で記載のとおり、収入証紙を購入しようとする府民は①規則で定める府の機関（広域振

興局、府税事務所、高校、警察署等）又は②知事の指定する民間売りさばき機関（人）、のどちらかから購入すること

となる。

なお、現状の収入証紙の購入可能な民間売りさばき機関（人）は、財団法人京都府交通安全協会や自動車教習所等府

内約50ヶ所であり、京都府の機関を含めても約160ヶ所である。

収入証紙の購入場所が約160ヶ所である状況が府民の利便性の観点から充分であるかどうかは不明であるが、現状、

府民等からの意見や苦情が多いという状況になく、また、費用対効果の観点からも、早急に民間売りさばき機関（人）

を拡大しなければならない状況にはない。

2.5.2.証紙制度の見直し検討状況

平成22年４月１日より、東京都と京都市が収入証紙制度を廃止した。このような動きに対し、京都府においても費用

対効果等を踏まえた収入証紙制度のあり方の検討が行われている。

東京都の収入証紙制度の廃止は、これまで各所属が収入証紙の販売と現金の取扱いの両方を行っていたため、事務の

軽減という観点からの決定である。京都府においては、①現金取扱に係る人件費等が現行の費用を上回ること、②現金

の取扱が増加することによる事故等の発生が予想されること、を理由として「収入証紙制度を継続する。」との結論と

なった。しかし、次項のようなシステムも検討の俎上にあがっている。

2.5.3.府民らくらく支払いシステム整備プラン

京都府は、府民の収納の利便性向上や効率性、安全性等を考慮して、次のような仕組みを考え、研究している。政策

企画部業務推進課で「府民らくらく支払いシステム整備プラン」検討委員会を立ち上げ、新たな公金収納手法の検討が

開始されている。「府民らくらく支払いシステム整備プラン」のグランドデザインは、以下のとおりである。
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【図2.5.3.グランドデザイン】

現時点では、検討委員会において「府民らくらく支払いシステム整備プラン」が公表され、平成23年度においては、

地方自治法の対象の枠内で、コンビニ収納の対象の拡大に取り組まれてるよう提言されている。

2.5.4.収入証紙制度への提言

平成21年度における収入証紙による使用料・手数料の納入実績は、以下のとおりである。

【表2.5.4-1.収入証紙による使用料・手数料一覧】

（単位：円）
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また、収入証紙制度を維持するために掛かったコストの平成21年度の実績は、以下のとおりである。

【表2.5.4-2.収入証紙関連コスト集計】

（単位：千円）

収入証紙による使用料・手数料の納入は、【表2.5.4-1.収入証紙による使用料・手数料一覧】に記載のとおり、多岐

に亘っている。これらの項目が収入証紙を利用する以外に納入方法がなかったのか、収入証紙を利用することで府民に

とって利便性向上に繋がっているのか否かについて、検討を加えてみた。

監査人が直接ヒアリングないし現地往査を実施した部局において、申請者のほとんどが申請現場の証紙販売窓口で収

入証紙を購入し申請書等に添付していたことから、収入証紙でなくても領収印等で充分に対応可能であったように思わ

れた。特に、後述する運転免許試験場の手数料収納業務においては顕著であった。運転免許試験手数料は、収入証紙に

より徴収することとされており、府民の多くは、運転免許試験場において、収入証紙売りさばき人である京都府交通安

全協会から収入証紙を購入している。京都府としては、京都府交通安全協会による収入証紙購入以降は、金銭に伴うリ

スクが発生しないため、収入証紙方式以外は考えにくい状況である。領収印等での対応を行ったとしても、府民にとっ

て利便性の向上には直接結びつかないかもしれないが、少なくとも利便性を後退させるものではないと考え、監査人と

しては、考えられる様々な代替的手法を提案したものの、ことごとく、障壁があった。
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① 京都府交通安全協会に手数料収納業務を委託することは手続上、困難を伴う。

② 更に、金融機関窓口を運転免許試験場に設置することも、金融機関が免許申請手続受付を代行しない限り、利用

者にとって二度手間になる。

等々である。

しかし、今回の包括外部監査では、多くの自治体で採用されているだけあって、収入証紙制度は大変良くできた制度

だと知るに至った。具体的には、現在の収入証紙制度で扱われる（不特定多数たる）府民からの申請行為は、事前に申

請内容を把握することができないために納付書等をあらかじめ用意することができなく、また、個人毎の債権データを

構築しなければ事前の口座振込についても、どの申請に対する振込なのかについて確定できない。したがって、多くの

私立学校で採用されているような高等学校の入学試験手数料の金融機関への振込金受取書での代用などは自治体では採

用し難い方法であるが、証紙制度を採用していれば入金に関する確認の必要がないところなどが優れている。

また、証紙に替えて領収印等での代用することについても、現状では、全ての申請者が証紙を購入した当日にその場

で申請を行うとは限らないことから、領収印の偽造等の問題もあり、直ぐに実行できるものではない。

監査人としては、多少のリスクを取ってでも改革を進めることは価値があると考えるため、可能なところから証紙制

度に替わる取組を始めることが望まれるが、不特定多数の申請者・領収印等の偽造問題・費用対効果等、クリアすべき

問題が多数存在するのも事実である。

今後は、ＩＴ技術の進歩等による偽造問題や費用問題の解決、上述の「府民らくらく支払いシステム整備プラン」検

討委員会等での更なる議論により、少しずつでも府民の利便性が向上していくことに期待したい。

第４ 警察本部関係

１ 手数料・使用料の概要

京都府警察本部が取り扱う使用料・手数料は、警察の土地使用料等を除くほか、ほとんどが手数料であり、以下のと

おり、104種類ある。このうち「標準事務にかかる手数料（94種類）」は全国標準額があるもの、「標準事務以外の事務

にかかる手数料（10種類）」は都道府県ごとに金額を定めるものである。手数料の徴収方法は、証紙による納入が殆ど

である。
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【表１ 京都府警察手数料徴収条例一覧】

標準事務に係る事務（94種類）

標準事務以外の事務（10種類）
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２ 監査の視点

警察関連手数料は、前述した「使用料・手数料一覧」のとおり、平成20年度決算で26億3,349万円にのぼり、京都府

の手数料全体の71％を占める。特にその中でも道路交通法に規定する自動車運転免許試験関連の手数料の割合が高く

（75％）、次いでパーキングメーター・パーキングチケット関係の手数料（５％）、道路一時使用許可手数料（３％）と

続く。そこで、この３種を中心に監査を実施した（上述の【表１ 京都府警察手数料徴収条例一覧】で、下線を引いて

太字で表示した部分）。

監査の視点としては、手数料を効率よく収受するのに適切なコストを見込んでいるかどうか、京都府独自に手数料を

設定できるものがあるので（道路一時使用許可申請やパーキングメーター・パーキングチケット関係の手数料）その設

定が適切かどうか、という点に重きを置いて監査を実施した。

３ 運転免許試験等関係

3.1.手数料の種類と特徴

後掲の【附表１ 自動車運転免許試験等手数料 概要調書】のとおり、道路交通法に基づく自動車運転免許試験等の

手数料の種類は、駐車監視員資格者に関するもの、運転免許の試験・免許証交付に関するもの、教習指導員資格者に関

するもの、講習に関するものなど多岐に亘り、その総額は平成21年度決算額で21億5,029万円である。

その中では、運転免許証の更新にかかる手数料が８億6,622万円と最も多く、次いで講習にかかる手数料が８億4,854

万円、運転免許の試験にかかる手数料が２億1,759万円、運転免許の交付にかかる手数料が１億7,839万円となっている。

相当多額の手数料収入があるが、これは府内の免許保有人口の増大と関連している。京都府内の自動車運転免許保有者

数は増加の一途をたどり、平成21年12月31日現在で158万6,552人となった。これに伴い運転免許の試験、交付、更新、

講習に関する申請件数も膨大で、これに対応する事務も繁忙となっている。

収入が多額である反面、このような大量の事務処理に要する経費も相当多額となるわけであるから、事務処理をでき

るだけ効率的に行う手法を見いだすことが必要であり、それにより京都府の支出を大きく抑制できるのではないかと考

えられる。

なお、平成22年１月より、ＩＣ運転免許証が導入された。これは免許証内にＩＣチップを埋め込み、本籍地・国籍の

記載をなくし、ＩＣチップ内の情報の読み取りには暗証番号を必要とするものである。このため、ＩＣ免許証の交付・

再交付・更新の手数料は、従来より450円多く、加算されている。

3.2.京都府自動車運転免許試験場の沿革・概要

3.2.1.沿革

運転免許の試験、交付、更新、講習の手続きの大半は、京都市伏見区羽束師にある京都府自動車運転免許試験場（以

下「試験場」という。）において行われる。府内で年間に免許関係手続きを行う約25万3,000人のうち６割が試験場を訪

れる。そのうち78％が免許更新手続きを申請する。なお、京都府北部や南部においては、当地の自動車学校や警察署で、

一部の運転免許試験や更新手続、講習を実施している。

試験場の沿革は次表のとおりであり、昭和44年に現在の地に整備・移転された。府内の免許人口は増加の一途を辿り、

試験場も昭和56年に別館（1,000人収容）を建設して事務の増加に対応した。昭和57年には府内の免許人口が100万人を

突破し、この年、試験場にも「土日窓口」が設置された。平成６年には道路交通法の一部改正に伴い、更新時の講習受

講が義務づけられた。同年６月、運転免許関係事務の一部が財団法人京都府交通安全協会に委託された。平成10年には

道路交通法の一部改正により、違反者講習が導入された。平成15年には試験場の日曜更新窓口の予約制を廃止し、平成

16年には更新時講習を四区分化（優良・一般・違反者・初回）して講習事務の効率化が図られた。

このように、試験場における事務、とくに免許更新に伴う事務は次々と増大してきており、これをいかに効率的に処

理するかが問題となってきた。
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【表3.2.1.運転免許試験場の沿革】

3.2.2.概要

試験場の施設の概要は、以下のとおりである。
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【表3.2.2-1.試験場施設の概要】

外部監査人及び補助者は試験場に往査に赴き、現地で申請手続きの流れや各部署の配置等を監査した。新規受験時と

更新申請時の手続きの流れと部署の配置は、以下のとおりである。

【図3.2.2.運転免許試験受験からＩＣ運転免許証交付までの流れ】




